
                                  (別表第２用) 

調停事件（別表第２）の流れ 
                （一般的な流れを示したものです。） 

 原則として，相手方の住所地を管轄する裁判所に申立て 

      
 
            
            
           通常，第１回期日は申立てから１か月程度先になります。 
       
            ３～４週間 
            
           調停の回数は決まっていません。 
           事案に応じて何回か調停期日を設けます。 
            
            

            
 
 
            
 

調停成立                  調停不成立 

 
 

                    審判手続に移行（別途申立ては不要） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                           審  判 
 
 
 
 
 
                              謄本を受け取ってから２週間以内 

であれば不服申立てができます。 

                           確  定 

調停期日通知 

第１回調停期日 

調 停 期 日 

調 停 期 日 

申 立 て 

 
合意ができた 

当事者が出席しない 
合意ができない 

・ 合意内容が記載された調書が
作成されます。 

審理 
 ・審問 
 ・調査官の調査 
 ・事実の調査   

結果の通知 
（審判書謄本の送達） 


